
常陸大宮市議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱 

 

 (趣旨) 

第１条 この要綱は，市議会の円滑な運営を図るため，議長が市議会を代表し

て個人又は団体との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)につい

て支出の基準及びその情報の公表に関し，必要な事項を定めるものとする。 

(支出の範囲) 

第２条 議長交際費は，社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限の金

額を支出するものとする。 

(支出区分) 

第３条 議長交際費の支出区分は，次に掲げるとおりとする。 

(１) 会費 

(２) 慶祝 

(３) 弔慰 

(４) 見舞い 

(５) 協賛 

(６) その他 

(支出基準) 

第４条 議長交際費の支出金額の基準は，前条各号の支出区分に応じ，別表に

定めるとおりとする。ただし，地域の慣習等，特別の事情により当該基準に

より難い場合は，儀礼上必要と認められる額とする。 

(公表する内容) 

第５条 議長交際費の公表は，次に掲げる事項について行うものとする。 

(１) 支出日 

(２) 支出区分 

(３) 支出金額 

(４) 支出内容 

(公表の時期及び方法) 

第６条 議長交際費の公表は，毎月行うものとし，前条に規定する事項の１箇

月分を取りまとめ，翌月の末日までに市のホームページに掲載することによ

り行うものとする。 



(個人情報の保護) 

第７条 議長交際費の公表に当たっては，常陸大宮市個人情報保護条例(平成

１６年大宮町条例第8号)に基づき，個人情報の保護に十分配慮しなければな

らない。 

(補則) 

第８条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，議長が別に定める。 

 

 

附 則 

この訓令は，平成２４年５月８日から施行する。 

 附 則（平成２７年議会訓令第１号） 

この訓令は，平成２７年４月１日から施行する。 

 附 則（平成２９年議会訓令第１号） 

この訓令は，平成２９年４月１日から施行する。 

 

  



別表(第４条関係) 

支出区分 支出内容 支出金額等 

会費 

会費を必要とする会合，懇談会等への参

加に係る経費 

会費相当額又は10,000円

以内 

(ただし近隣議会との均

衡を図る必要がある場合

は調整額) 

慶祝 

市民参加のスポーツ，文化イベント等催

事，記念式典，祝賀会及び市民にとって

名誉となる行為，業績への祝い等 

ただし，市が補助を行っている団体等に

ついては，支出しない 

10,000円以内 

(ただし近隣議会との均

衡を図る必要がある場合

は調整額) 

 

弔慰 

国会議員，県知事，県議会議員，市議会

議員，友好姉妹都市等の首長，常勤特別

職，各行政委員会委員等市の公職にある

者及びその親族並びにその他市に功労が

あった者に対する香料等 

10,000円以内 

 

 

 

 

 

見舞い 

国会議員，県知事，県議会議員，市議会

議員，友好姉妹都市等の首長，常勤特別

職，各行政委員会委員等市の公職にある

者の病気，災害，事故等の見舞いに係る

経費 

10,000円以内 

(病気見舞いの場合は，入

院７日以上の場合に限

る) 

 

協賛 

公共的，公益的な団体の活動の趣旨及び

目的に賛同できるものに対する協賛金 

ただし，市が補助を行っている団体等に

ついては，支出しない 

10,000円以内 

(ただし近隣議会との均

衡を図る必要がある場合

は調整額) 

その他 

上記のいずれにも属さない場合で，議会

運営において支出することが適当と認め

られる経費 

10,000円以内 



備考 

１ 「親族」とは原則として，配偶者，実父母（婚家の場合は義父母）及 

び子をいう。 

２ 「各行政委員会委員等」とは，教育委員会委員，選挙管理委員会委 

員，監査委員，農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員をい 

う。 


